
指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護事業所 運営規程（別表２） 

 

医療法人社団久仁会 白川整形外科内科 

健康保険法に基づく訪問看護利用料金表 

１，基本利用料 

項目 内容 金額 

・７５歳以上の方 

・６５～７４歳で一定の障害の状態

にあることで認定を受けた方 

一般の方 指定訪問看護に要する費用の１～２割（＊１） 

一定以上の所得の方 指定訪問看護に要する費用の３割 

７０～７４歳の方 
一般の方 指定訪問看護に要する費用の１割 

一定以上の所得の方 指定訪問看護に要する費用の３割 

６歳（就学後）～６９歳の方 健康保険法等による自己負担金 
指定訪問看護に要する費用の２～３割（各保険に

より異なる） 

就学前の乳幼児 健康保険法等による自己負担金 指定訪問看護に要する費用の２割 

  〇公費負担医療制度については別途ご相談ください。（＊１）昭和 19年 4月 1日以前の生まれの人は 1割。 

 

指定訪問看護に要する費用の種類と金額（基本的には週３日限度） 

 週３回目までの訪問 週４回目以降 

在宅患者訪問看護・指導料（１） 
看護師  ５８００円 ６８００円 

准看護師 ５３００円 ６３００円 

在宅患者訪問看護・指導料（２） 
看護師  ４３００円 ５３００円 

准看護師 ３８００円 ４８００円 

難病等複数回訪問加算 １日２回：４５００円  １日３回以上：８０００円 

 

緊急訪問看護加算 

月１４日目まで ２６５０円／日 

月１５日目まで ２０００円／日 

（診療所・在宅支援病院の指示による訪問） 

長時間訪問看護・指導加算 ５２００円（対象により週１～３回を限度） 

乳幼児加算・幼児加算 １日につき５００円 

複数名訪問看護加算 

看護師が同時に訪問した場合 ：４５００円（週１回） 

准看護師が同時に訪問した場合：３８００円（週１回） 

看護補助者が同時に訪問した場合：３０００円（週３回） 

在宅患者連携指導加算 ３０００円（月１回） 

在宅患者緊急等カンファレンス加算 ２０００円（月２回） 

在宅ターミナルケア加算 
在宅、特養等・看取り介護加算等算定除く：２５０００円 

特養等・看取り介護加算等算定     ：１００００円 

在宅移行管理加算 ２５００円または５０００円（退院１月以内１回） 

夜間・早朝訪問加算 
夜間（午後６時から午後１０時）: ２１００円 

早朝（午前６時から午前８時）  : ２１００円 

深夜訪問看護加算 深夜（午後１０時から午前６時  : ４２００円 

退院前訪問指導料 ５８００円 

  ＊週４回目以降の訪問看護を利用できる方＝厚生労働大臣が定める疾患等 

 

２，その他の利用料（指定訪問看護にかかる費用に含まれない額） 

種類 内容 料金 

交通費 

ステーション 

から車を使用 

した場合 

ステーションから往復 ４ｋｍ未満 ２５０円（税込） 

ステーションから往復 ４ｋｍ以上１０ｋｍ未満 ４５０円（税込） 

ステーションから往復１０ｋｍ以上   ６５０円（税込） 

公共交通機関利用／営業車利用（要請による）の場合 実費 

死後の処置料 指定訪問看護に連続した場合 ８５００円（税込） 

 


